
 

4、5 歳児クラスを対象に尿検査を行います。後日、プリントと容器を配付しますので、ご確認のうえ、提

出をお願いします。 

９日（金）運動会リハーサル（3,4,5 歳児） 

１０日（土）運動会（3,4,5歳児） 

１２日（月）～2３日（金）個人懇談（5 歳児） 

２１日（金）歯科検診 

２７日（火）おはなしひろば（２歳、５歳） 

２８日（水）誕生会 

３０日（金）親子お楽しみ会（０歳児） 

入園・進級してから１ヶ月が経とうとしています。子どもたちは少しずつ新しい環境にも慣れ始めて、クラス担任や友だちとのかかわりが生まれて、楽し

く遊ぶようになってきました。その一方、感染症によるお休み、環境の変化への疲れが出始めて、体調が崩して休むお子さんも多くいられます。疲れを残さな

いためには十分な睡眠と食事が大切になります。毎日元気に過ごせるように、たっぷり寝て、しっかり食事をとるよう心掛けていきたいですね。 

園内では、新たな子どもたちの遊び環境として、園庭整備が終了しました。園庭内は、すべり台やブランコなどの大型遊具ではなく、土、砂、どろ、木、岩など

自然物を使い、基本的な遊び方はありますが、子どもたちの発想次第で色々な遊びが広がるつくりとなっています。子どもたちの遊びが広がるということは、反

面、危険を伴う場合もあります。現在、職員が園庭に出て安全対策を講じながら、子どもたちの遊びを保証しつつ、安全面を確保できるよう準備を進めています。 

子どもたちの遊び始めは、５月中旬ごろを予定していますが、新しい遊び環境のなか、子どもたちがどのような遊びや体験を重ねていくかとても楽しみにしてい

ます。 

目指す子どもの姿 

 ＊体を動かすことが大好きな子 

 ＊自分で考えることが大好きな子 

 ＊触れ合うことが大好きな子 

保育目標 

「元気な子 考える子 思いやりのある子」 

園庭整備の完了に伴い、今年度より、６月中旬から幼児クラスを対象に、どろ

んこ遊びを行わせていただきます。詳細については、後日、改めてプリンを配布

いたしますが、汚れても構わない衣服を着て遊ぶ予定ですので、各ご家庭で準備

いただくようお願いいたします。 

今年度より、幼児クラスを対象に教育充実費による、外部講師を招いた体育教

室を毎月一回行います。５月に行う各学年の体育教室の日程は、下の予定表に記

載していますのでご確認ください。 

また、今後の日程はについては、１カ月前に翌月の日程を決めるため、園だよ

りでのお知らせとさせていただきます。 

4、5 歳児クラス親子を対象に春の親子遠足を行います。行き先は、晴天時「越後丘陵公園」、雨天時「みし

ま体育館」となります。詳細については、配付されたプリントをご確認ください。 

※0～3 歳児クラスは通常保育となります。 

５月は外に遊びに出かけたり、3,4,5 歳児クラスは運動会練習をしたりと、身体を動かす機会が増えます。

運動しやすい服装・足に合った靴での登園をお願いします。また、汗をかいて着替えをすることも多くなるの

で、着替えた衣服を持ち帰ったら、翌日忘れずに着替えとビニール袋の補充をお願いします。 

 5 月 11 日（木）に保護者会総会を開催いたします。これまで、新型コロナウイルス感染対策のため、書面

表決を行ってきましたが、今年度より集会形式での開催とさせていただきます。 

園では毎年、個人懇談を行っております。0～2 歳児クラスは希望される方を対象に 1５日（月）～2６日

（金）に実施いたします。後日配付されるプリントにて、詳細をご確認のうえ、お申し込みください。 

運動会練習と熱い時期の水分補給のため、3,4,5 歳児クラスの各ご家庭から下記の期間について、水筒を持

ってきていただくようお願いいたします。 

〈期間 ５月８日（月）～9 月２９日（金）〉 

〈お願い〉・水筒は、保冷機能のあるものをご用意ください。 ・水筒の中身は、水またはお茶でお願いします。 

下記の職員について、４月をもって退職とな

りますので、お知らせいたします。 

・田口 広美 栄養士 

４月園だよりまた年間予定表でお知らせしていた「１歳児クラス懇談会」の日程について、外部講師を招い

た会を計画しており、講師との日程調整により、次の日程で開催させていただきますので、ご了承ください。 

・令和６年１月 19 日（金） ※１，２組合同開催とさせていただきます 

また、今年度は 0～２歳児クラスで当初予定していた「懇談会」から、親子でレクリエーションを行う「お

楽しみ会」と名称を変更させていただきます。 

①くろじょうこども園ホームページへアクセス 

②「保護者様へのお知らせ」をクリック 

③ユーザー名「member」、パスワード「6735kuro」を入力 

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが５月８日から５類感染症に変更となります。８日以降のマスク着用について、基本的に園から園児並びに送迎される保護

者へ着用をお願いすることはありません。各家庭の事情に合わせて、着用の有無を判断いただければと思います。ただし、新型コロナウイルスに限らず、園内での感染症

拡大のおそれがある場合は、その都度、マスク着用のお願いをする場合がありますので、ご了承ください。 


